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ブリタニヤP&Iと国際P&Iグループ
ブリタニヤP&Iは、THE BRITANNIA P&I STEAM SHIP 
INSURANCE ASSOCIATION HOLDINGS LIMITED、THE 
BRITANNIA STEAM SHIP INSURANCE ASSOCIATION 
EUROPE（ブリタニヤ・ヨーロッパ）、およびTHE BRITANNIA 
STEAM SHIP INSURANCE ASSOCIATION LIMITED（ブリタ
ニヤ）で構成されています。ブリタニヤ・ヨーロッパはルクセ
ンブルクに拠点を置く保険会社として同国の保険監督委員
会（CAA）の規制下に、ブリタニヤは英国に拠点を置く保険
会社として健全性監督機構（PRA）と金融行為規制機構
（FCA）の規制下にあります。両社は、香港、日本、シンガ
ポールに支店を構えており、それぞれ上記の規制に加え、
地元当局である香港保険監督局（IA）、金融庁（JFSA）、シ
ンガポール金融管理局（MAS）の監督を受けています。

ブリタニヤP&Iのマネジメントは、Tindall Riley & Coが子会社
のTindall Riley Europe Sàrl （TRE）、Tindall Riley (Britannia) 
Limited（TRB）、およびTindall Riley & Co Limited （TRC）（以
下、3社の総称をマネージャーとします）を介して行っていま
す。

ブリタニヤとブリタニヤ・ヨーロッパは国際P&Iグループ(IG) 
のメンバーです。IGではグループ全体として、全IGメンバー
を対象とした国際P&Iグループ超過損害額再保険プログラ
ム（GXL）を設けており、ブリタニヤP&Iではこの再保険プロ
グラムと別に追加再保険の購入も行っています。このGXL
とブリタニヤP&I独自の再保険取引では、再保険者が取引
先のサステナビリティに対する方針を考慮するようになって
きています。

IGが展開するサステナビリティ戦略では、個々のクラブが独
自の戦略を設けられるようにしつつ、再保険プール、事故
対応、安全衛生、業界の代弁者としての活動という4つの分
野でグループの結束力を伸ばしており、これらの分野で協
力することで海運業界全体のサステナビリティを高めていま
す。

課題の多様化
気候変動は、規制対象となるすべての企業にとって、また
金融システムにとって重大な金融リスクとなります。保険会
社であるブリタニヤとブリタニヤ・ヨーロッパも例外ではあり
ません。気候変動によって、陸・海を問わず極端な気象条
件がますます発生するようになっていることから、海上輸送
のリスクに対する影響を注視する必要があります。ただ、サ
ステナビリティの対象となるのは気候変動や温室効果ガス
の排出規制だけではありません。企業としての社会的行動
を改善するための企業全体の方針も対象となり、健全な
コーポレートガバナンスが求められます。世界各国約250社
の船主をメンバーに抱え、長年にわたってP&I保険とFD&D
保険を提供してきたブリタニヤP&Iは、これまで常に高い水
準を維持し続け、ステークホルダーや社会全般の利益にな
るよう、海上輸送リスクを最小限に抑えるべく業界をけん引
してきました。1855年の設立以来、サステナビリティはブリタ
ニヤP&Iの文化の一部となっています。

本レポートは、ブリタニヤP&Iが気候関連のリスク管理を事
業戦略にどのように組み込んでいるのか、また、ブリタニヤ
P&Iとマネージャーによるクレームやロスプリベンション、保
険引受、投資、人材管理の基本プロセスにサステナビリ
ティをどのように組み込んでいるのかをまとめたものです。
サステナビリティを戦略に組み込むことで、私たちは、メン
バーやサプライヤー、従業員などのステークホルダーの利
益になるような高い水準の社会政策やガバナンスを実現し
ています。監督当局（PRAやMASなど）、国連の持続可能
な開発目標（SDGs）とグローバル・コンパクト、持続可能な
保険原則といった外部からの要求もありますが、本レポー
トではこうした要求すべてを戦略策定時にどのように考慮
してきたのかについてもご紹介します。さらに、IG全体とし
ての取り組みの中でブリタニヤP&Iが果たしてきた役割や、
サステナビリティについてメンバーに基本的な理解をしてい
ただけるよう、どのようにサポートしているかについてもま
とめました。最後に、国連グローバル・コンパクトの10の原
則への取り組みについて、相互海上保険会社として特に
以下の原則への取り組みについてもご紹介します。

原則1/2 : 国際的に宣言されている人権の保護を支持し、
自らが特に船員の人権侵害に加担しないことを確保する

原則6：ブリタニヤP&Iのマネージャー内において雇用と職
業における差別を撤廃し、取引先に対して当該問題を啓発
する

原則7：環境問題に対する予防原則的アプローチを支持
する

原則8：環境に関するより大きな責任を率先して引き受け
る

原則9：環境にやさしい技術の開発と普及を奨励する

原則10：強要や贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗の防止
に取り組む

政治分野でも社会全般においても、多くの面でESGへの配
慮が重要になってきており、企業は、ESG問題を明確に理
解してそれに対する戦略を立て、取り組みを進めているこ
とを示すことが求められています。本レポートは、ブリタニ
ヤP&Iの戦略上の選択、そしてブリタニヤP&Iの活動にESG
の概念を適用することを目指しています。

本レポートでは、自らのESG目標が各種国際機関や業界
団体が定める目標と合致する部分を確認し、海運業界に
とって取り入れることが複雑な目標と、取り入れるにはより
繊細なアプローチが必要であることを説明します。

また、第三者の影響を受ける目標、独自の判断と行動で達
成できる目標についても言及します。最後に、目標の進捗
状況に関する今後のモニタリング・報告方法について説明
します。

1 はじめに
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メンバーの皆さまから信頼を受けている私たち
P&Iクラブにとって、今後も長く信頼されるパート
ナーであり続けるためには、サステナビリティへ
の取り組みが不可欠です。
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ブリタニヤP&I会長である私の役目は、理事会の統括役
としてマネージャーを指揮し、クラブ全体の合意のもとで
定めた戦略を実現させることです。メンバーから信頼を
受けている私たちP&Iクラブにとって、これからも長く信
頼されるパートナーであり続けるためには、サステナビ
リティへの取り組みが不可欠です。まずは気候関連リス
クに目を向けてみましょう。

気候リスクは物理的リスクと移行リスクの2つに分類す
ることができ、いずれのリスクについても責任が高まっ
てきています。海運業にとっての物理的リスクは気候の
激化に直結したクレーム（カーゴダメージなど）とともに
高まる可能性があると、私たちは考えています。移行リ
スクというのは、新しいテクノロジーの導入や燃料の変
更に伴うリスクなど、低炭素経済への移行によって生じ
るリスクです。新しい政策や顧客の好み、新しいテクノロ
ジー、低炭素燃料、傭船者による炭素税のクレーム、さ
らには新しい燃料サプライチェーンによる遅延など、多く
の要因に関する責任が高まると見込まれます。こうした
リスクを予見し、それらを必要に応じて評価できるよう、
ブリタニヤP&Iは理事会以下のリスク管理体制を強化し
ました。これについてはセクション11でご紹介します。

ブリタニヤP&Iでは、気候変動に加えて、17の国連SDGs
のうち、事業に関係のある環境・社会・ガバナンス(ESG) 
の面に関してサステナビリティ戦略を策定しました。ま
た、銀行や船級協会、旗国当局、傭船者、船主、他の
保険グループなど、海運業界の他のステークホルダー
の行動も調査しました。これまでサステナビリティに対す
る私たち独自のアプローチを検討してきましたが、今後
は業界の取引先とも協力し、これまで以上に業界全体
でサステナビリティを実現してまいります。こうした取り
組みによって、重複することなく他者の活動に貢献でき
るようになるでしょう。

国連SDGsはすべて海運業に関わってきますが、その中
でもブリタニヤP&Iが特に重要と考える目標があります。
これについてはセクション3にまとめています。こうした重
要課題はすべてブリタニヤP&Iのリスク管理システムの
中で分析し、最も大きな影響を及ぼす可能性のある出
来事を洗い出せるようにしています。こうした分析によっ
て、リスクが起こる可能性を研究やパートナーシップを
通じて検討できるだけでなく、そのリスクが及ぼす影響
も評価できるようになります。炭素の排出や温室効果ガ
ス（GHG）に関する環境リスクは、現在ブリタニヤP&Iに
加入する1億2,500万GTの船舶ポートフォリオに付随す
る定量的なリスクとなっており、いずれも、新しいテクノロ
ジーなど自力では対処できないような外部要因に大きく
依存しています。一方、社会的問題やガバナンスに関
する問題は自力で対処できる部分も多いため、独自の
ポリシーやプロセスによって、ベストプラクティスや、社
会とステークホルダーからの期待事項を定めることが可
能です。こうしたポリシーやプロセスの設定・確立方法に
ついては、セクション12から18で詳しくご紹介します。

海事セクターにおいて、船舶や船舶管理会社はIMOや
ILO、旗国、船級協会の規制を大きく受けます。一方で、
海運業に対する政府や金融規制当局、金融市場からの
関心も高まっています。米国政府や欧州委員会、中国
政府は気候変動に対する明確な目標を掲げていること
から、今後、海運業が世界的な指標に取り込まれること
は明白です。英国とシンガポールでは、金融規制当局
が保険業界に対する期待事項を発表しており、今後私
たちはそれに従って行動することになります。これにつ
いてはセクション6と7でご紹介します。

本レポートをお読みいただければ、私たちの透明性や
姿勢が、ブリタニヤP&Iが今後も発展を続けて歴史を重
ねていくということの意欲を示していることがお分かりい
ただけるものと思います。本レポートはブリタニヤP&I初
のサステナビリティレポートです。レポート中にも記載が
ありますが、持続可能な発展に向けた私たちの取り組
みはまだ始まったばかりです。マネージャーの全従業員
にサステナビリティ戦略を理解してもらい、日々の業務
に応用してもらうよう働きかけを進めています。
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国連SDGsはすべてが一体関係にあり、1つの分野での
行動が他の分野の結果にも影響を与えるため、社会
的、経済的、環境的サステナビリティは全員で高める必
要があります。ブリタニヤP&Iでは本レポートを作成する
にあたり、船主や傭船者の保険を引き受ける相互P&I
クラブとしての責任に関連のあるSDGsリスク・機会につ
いて、具体的な検討を進めてきました。グローバルな海
運業界には、悪い影響を減らし、良い影響を増やし、17
項目あるSDGsの多くについて改善を後押しする力があ
ります。ただ、ブリタニヤP&Iが貢献できるのはそのうち
の活動の一部にすぎません。

独自の分析結果を基に、また、海事セクター（メンバー
を含む）は基本的に持続可能であることを前提に、ブリ
タニヤP&Iが今後サステナビリティを実現するうえでは
以下のSDGsが重要であると考えます。

SDG 3 – ‘すべての人に健康と福祉を’  従業員だけでな
く、メンバーの船舶を含むすべての船舶の船員のケア
と保護に重点を置いたものです。セクション17でご紹介
します。

SDG 8 – ‘働きがいも経済成長も’ IGのパートナーととも
に海運業界を改善するための取り組みに重点を置いた
ものです。セクション9でご紹介します。

SDG 10 – ‘人や国の不平等をなくそう’ 従業員のダイ
バーシティとインクルージョンに重点を置いたものです。
セクション16でご紹介します。

SDG 13 – ‘気候変動に具体的な対策を’低炭素経済へ
の移行や、気候の激化をもたらす気候変動への移行を
通して、私たちの責任が高まる可能性があるリスクの
管理に重点を置いたものです。支払備金を確保するた
め、持続可能な投資戦略の検討を求める風潮も強まっ
ています。

SDG 14 – ‘海の豊かさを守ろう’ 危機管理と陸・空・海
の環境汚染防止に重点を置いたものです。IGとの共同
の取り組みをセクション14で詳しくご紹介します。

SDG 16 – ‘すべての人に平和と公正を’ コーポレートガ
バナンス、健全で監査可能なポリシー、透明性のある
手続きと報告、海運業界での腐敗排除に重点を置いた
ものです。セクション10でご紹介します。

SDG 17 – ‘パートナーシップで目標を達成しよう’ IGによ
るリスク相互共有への参加と、業界の代弁者となるた
めの提携に重点を置いたものです。セクション9でご紹
介します。

3 国連の持続可能な開発目標と整合性
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本レポートで引用されている国内・国際団体、業界
団体すべてで要求または推奨されているように、リ
スク管理プロセスを始めるには、まず関連ある個々
の事業を検討し、サステナビリティの実現に重要と
なるリスクを洗い出すことが必要です。

そこで、セクション3で紹介した国連SDGsの中から、
ブリタニヤP&Iにとってのリスクを踏まえて重要となる
SDGsをランク順に並べました。リスクの緩和方法に
ついては各セクションで詳しくご紹介します。

重要性の高い項目
SDG 13 リスク管理 － セクション16

SDG 14 危機対応 － セクション14

SDG 16 コーポレートガバナンス － セクション10 

SDG 16 透明性と健全性 － セクション10

重要性が中程度の項目
SDG 3 健康とウェルビーイング（従業員と船員） －       

セクション17

SDG 10 従業員のダイバーシティとインクルージョン － 
セクション16

SDG 13 排出 － セクション15

SDG 13 サステナブル投資 － セクション19

SDG 14 廃棄物とリサイクル － セクション18

戦略：セクション20を参照
世界各地での気候変動の影響を受けている短期・中
期・長期の問題を、リスク管理システムの中で洗い出
し、緩和、または担保します。

洗い出される問題というのは、商品の管理と開発（量的
影響）、サービス、サプライチェーン、緩和策、研究開
発、オペレーティングセンターの量的・質的能力に関す
るものです。

重要な入力パラメーターや、パリ協定に基づく2℃シナリ
オの前提など、気候関連のシナリオを作成し、それぞれ
に対応する短期・中期・長期のアクションプランを策定し
ています。

リスク管理：セクション11を参照
ブリタニヤP&Iとマネージャーでは、規制変更や再保険
の影響など、上記のガバナンスと戦略の下で発生した
問題に対処するためのリスク管理プロセスを明確に記
しています。

指標と目標：セクション13を参照
すべての組織で温室効果ガス（GHG）プロトコルに従っ
てGHG排出量を定め、GHGの排出量と水・エネルギー
使用量の削減について、特定のKPI時間軸を超えた目
標を示す必要があります。

4 重要課題の特定

5 気候関連財務情報開示タスクフォース
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との整合性

気候関連財務情報開示タスクフォース（TFCD）では、
気候関連のリスク・機会を保険会社に影響を与える
重要な問題として考えています。また、気候変動に
よって厳しい気象リスクが発生すると、海上保険にも
影響が及ぶことから、こうしたリスクがますます無視で
きないものになってきているとも考えています。TCFD
は、保険会社に対し、気候関連のリスクを自社のガバ
ナンス、戦略、リスク管理、保険引受・投資の判断に
どのように反映させているかを開示するよう求めてい
ます。とりわけ重視しているのは、上記のケースすべ
てにおいて、リスクの低減、移転、受け入れ、制御の
いずれかが行われているかを開示することです。情
報開示のフレームワークでは、同類の基準に従い、
以下の項目の開示が推奨されています。

ガバナンス：セクション10を参照
ブリタニヤP&Iでは、気候関連の問題について、また
関連目標と合わせた戦略・行動・事業計画の方針に
ついて、理事会に報告しています。

マネージャーは上級管理者と小委員会を気候関連の
管理責任者に任命しています。
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この監督指針はTCFDの推奨事項を敷衍し、気候変動
による金融リスクの管理に関するPRAの方針を述べたも
のです。対象となるすべての保険・再保険会社に対する
要求事項が定められているほか、物理的・移行リスクと
いう二大リスクと、影響が高まっている責任リスクについ
て概説しています。

指針の要求事項は明確で、すべての会社に対し、気候
変動リスクの管理に関する戦略方針を確実に提示でき
るよう求めています。具体的な要求内容は、以下のとお
りです。

• 気候変動がもたらす金融リスクへの考慮をガバナンス
に組み込む（セクション20）

• 短期・長期の時間軸でのストレステストとシナリオテスト
の結果を用いて、気候変動がもたらす金融リスクをモニ
タリングし、管理する方法を証拠として提示できるように
する。これにはバランスシートの脆弱性も含まれます。ま
た、シニアマネージャーの役割と責任を明確にすることも
義務づけられています（セクション20）

• 気候変動がもたらす金融リスクへの考慮をリスク管理
に組み込む（セクション11）

• 関連委員会において量的・質的ツールを活用してリス
クを洗い出し、金融リスクをどのように緩和し、エクスポ 
ージャーをどのように管理しようと計画しているのかを
示す証拠を明らかにする。この計画は、気候関連のリス
クの集中度に対するエクスポージャーを最小化するもの
でなければなりません。PRAは保険会社に対して、特に
移行リスクへ注意を払う必要があるとしています（セク
ション11）

• 長期シナリオ計画を活用して、戦略策定に関する情報
を提供する（セクション11）

• シナリオ分析が事業モデルのレジリエンスや脆弱性の
説明根拠として用いられていることを証拠として開示でき
るようにする。シナリオは、移行が生じない場合も含め
て、低炭素経済へのさまざまな移行経路に対応できるも
のでなければなりません。PRAは、ORSAを金融リスクの
検討に役立つフレームワークと考えています（セクション
11）

• 金融リスクの情報開示方針を定める（セクション11）

• 情報開示を進めて可能な限りリスクを明らかにし、開
示の進展に合わせてリスクへの理解も深まっていること
を示す。こうした情報開示は今後多くの管轄区でさらに
強制力が高まると考えられており、企業もそれに従って
準備を進める必要があります（セクション11）

• 過去のデータを用いても将来のリスクを十分に予見で
きない場合があることを理解している旨を証明する。気
候変動がもたらす金融リスクは広範囲に及び、事業、セ
クター、地域を問わず甚大な影響を与えると、PRAは懸
念を示しています（セクション11）

6 イングランド銀行健全性監督機構の「気候変動
金融リスクに関する監督指針3/19」 の順守
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1855年の設立以来、サステナビリティは
ブリタニヤP&Iの文化の一部となっています。 



8 |    THE BRITANNIA STEAM SHIP INSURANCE ASSOCIATION HOLDINGS LIMITED

シンガポール金融管理局（MAS）による要求事項は、
TFCDとPRA両方の要求事項を反映したもので、世界中
の保険会社に課されている義務をさらに拡大したもの
といえます。このガイドラインでは保険会社に対し、特
に高い環境リスクを抱えるセクター向けに、保険引受モ
デリングの一環として顧客の環境リスクの評価も行うよ
う求めています。モデリングには、環境リスクの重大度
分析に加え、環境リスクの管理に関する顧客のキャパ
シティ、コミットメント、実績の分析も適宜含める必要が
あります。また、リスク評価では、顧客のリスク緩和策
の導入能力、導入意欲も考慮する必要があります（セ
クション11を参照）。

PRAと同様、MASも保険会社に対し、必要とあれば量
的・質的ツールや測定基準を開発し、環境リスクへの
保険引受のエクスポージャーをモニタリング、評価すべ
きだとしています。2020年12月にMASが発表した「環境
リスク管理ガイドライン（保険会社向け）」にもあるよう
に、例えばこうした測定基準は、高い環境リスクを抱え
る地域やセクターに対する自社の保険引受エクスポー
ジャーの評価や炭素強度の測定に使用できる場合が
あります（セクション20を参照）。

このガイドラインでは、特に海上保険会社に対して、パリ
協定など国際的な気候目標やベンチマークに対する自
社のモデリングを評価するよう推奨しています。測定基
準は、気候変動以外にも、主要な顧客層の生態系サー
ビスや自然資本に対する依存度の評価にも活用できる
ことがあります。こうした環境リスクの測定基準を定める
際には、環境リスク要因に関する重要課題の検討が必
要で、より大きくかつ深刻な重要課題ほど優先度を高
め、より入念にモニタリングすることが求められます。環
境リスクが重大な影響を及ぼすおそれがあると評価し
た場合は、適切な緩和策を講じなければなりません。例
としては、自社のポートフォリオ内で高い環境リスクを抱
えている地域やセクターに対するエクスポージャーにつ
いて、その著しい集中度を管理する計画を策定すると
いったことが挙げられます（セクション11および20を参
照）。

環境リスクの管理方針については、ステークホルダーに
とって分かりやすく有意義な形で、少なくとも年に1度開
示することが必要です。高い環境リスクを抱えるセクタ 
ーに対するエクスポージャーなどの量的測定基準を含
め、重大な環境リスクが自社に与えるおそれのある影
響を開示することが推奨されています。開示について
は、グループ規模や本社規模でまとめて行っても構いま
せん（セクション13）。

7 シンガポール金融管理局
「環境リスクガイドライン」の順守

物理的リスク

持続可能に反する行動によって環境が受ける悪影響 風評的影響

移行リスク 財務的影響

環境 顧客 保険会社
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8 国連環境計画 － 持続可能な保険原則

• ESG問題をマネジメントや役員レベルの意志決定
に組み込む

• 顧客やビジネスパートナーと協働して、ESG問題
に関する意識を高める

• 政府や規制当局などと協働して、ESG問題への
行動を促す

• 本原則実施の進捗状況を一般に開示して、説明
責任を果たしていることを示す

本サステナビリティレポートに記載の内容は、こうし
た要件をすべて満たしているものと考えています。

IGは、海上での損害の防止・管理など、広い意味でサス
テナビリティに該当するような多くの活動にも重点的に
取り組んでいます。こうした活動はIGの掲げる憲章や目
標が原点になっています。憲章や目標には、「ガバナン
スに関する強力で倫理的なプロセスを用いて、海上にお
ける生命の安全確保を目指した取り組みを促進、実施
し、その取り組みに参加する」、「環境と財産を守る」、
「国際的な責任条約やその他の国内・地域の責任制度
に基づき、世界中で起きる海上事故の被害者に対して、
効果的な安全確保と補償、迅速かつ効果的な事故対応
を行い、持続可能な未来の実現を目指す」といったこと
が挙げられています。

以上を踏まえると、IG独自のクレーム共有体制、そし
て、海上事故の被害者に補償するための世界的な規制
制度を確立するうえでIGが果たしている重要な役割は、
海運業界の日々の業務に欠かせないものといえます。

また、IG内でのロスプリベンション情報の共有も、業界
の安全性と持続可能性を高める重要な要素となってい
ます。

9 国際P&Iグループのサステナビリティ戦略

　

国連環境計画（UNEP）の「持続可能な保険原則」では、
保険業界は、経済と社会の持続可能な開発の促進に
極めて重大な関心を持ち、重要な役割を果たす存在だ
とされています。ESG問題への対応が進めば、柔軟で
包括的、かつ持続可能な社会の構築への保険業界の
貢献が高まるとUNEPは確信しています。UNEPは国連
の傘下という立場を活用し、適用される法や規則、規
制、ならびに保険契約者や社会に負う義務の影響力が
及ぶ範囲全域においてこの原則を実施しており、すべ
ての保険会社に対して以下の原則を採用するよう求め
ています。

への貢献

2020年、国際P&Iグループ（IG）を構成する全13のクラブ
の理事会は、IGの共同サステナビリティレポートで挙げ
た推奨事項を支援していくことで合意し、「プール」、「事
故対応」、「安全衛生」、「業界の代弁者としての活動」の
4つの分野を中心にしたIGのサステナビリティ戦略に重
点的に力を入れることになりました。その一方で、各クラ
ブのマネージャーは、必要に応じて各々の理事会の立
場に戻って、各クラブの独自のサステナビリティ戦略と
報告プロセスを維持することが期待されています。

IGのキャッチフレーズは「Collectively Stronger（連帯に
よる強化）」です。その強さを最もよく示しているのが最
大1億ドルのプール・クレーム額と、価格競争力のある
超過損害再保険プログラム（GXL）制度です。このプロ
グラムでは、1億ドルを超えたクレームについて、再保険
者が10億～31億ドルまでカバーします。このプールと
GXLのおかげで、IGの加入船主（世界の外航船の船腹
量の約90%）に対して、質の高い、費用対効果に優れた
安定した保険提供が可能となっています。対象となる船
舶の種類もさまざまで、そのすべてが世界貿易と持続
可能な開発に貢献しています。



シニアマネジメント
指名候補者がブリタニヤ・ヨーロッパ理事に就任する場
合、または、Dirigeant Agréé（公認役員）や最高リスク管
理責任者、コンプライアンス責任者、保険計理人、内部
監査室長など、規制対象となるその他の役職のいずれ
かに就く場合、ルクセンブルク保険監督委員会（CAA）は
その承認の可否を判断する権限を有しています。

また、海外の規制当局と同様、ルクセンブルク国内やブ
リタニヤ・ヨーロッパの支店に所属するその他のシニアマ
ネージャーの適格性や妥当性を判断する制度や監督権
についても評価できることになっています。

ブリタニヤP&Iはシニアマネージャーおよび認証レジーム
（SM&CR）に従っています。この制度は、規制対象となる
企業に対し、ESG問題などに対する説明責任を果たすた
めの健全で透明性のある枠組みを設けるよう求め、金融
機関の従業員個人の責任を重視する文化を促進するも
のです。

SM&CRでは事前に定められた責任（PR）に従って多くの
シニア・マネジメント・ファンクション（SMF）が規定されて
おり、この責任はFCAとPRAの承認を受けたシニアマネ 
ージャーのみが免除されます。シニアマネジメントが専門
家としての行動基準を満たし、直轄部門に対する説明責
任を負うようにすることが目的です。

SM&CRでは、事前に定められた責任の範囲をさらに拡
大し、SMFに割り当てられるべき具体的な活動を増やし
ています。

また、シニアマネージャーの責任マップも整備されてお
り、SMFとして英国規制当局の承認が求められる重要な
人物、それらの人物に事前に定められた責任、ならびに
報告系統を確認できるようになっています。全体的な責
任については、各人物の職務記述書で確認が可能で
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10 コーポレートガバナンス － 要件の順守

ESGに対する理事会の責任
ブリタニヤP&Iのガバナンスは共通の理事会が担ってい
ます。各理事会は、会長1名、船主メンバーから選出さ
れる理事または上級社員複数名、保険の専門家である
理事（専門理事）1名、ブリタニヤP&Iのマネージャーの
理事2名で構成され、ブリタニヤP&Iのメンバー代表理事
会（MRC）と密接に連携しています。このMRCは、理事
会の理事全員（マネージャーの理事2名を除く）とその他
のメンバーから選ばれた代表者で構成され、その他の
代表者についても、理事会と同様にブリタニヤP&Iの幅
広いメンバーから選出されています。理事会では、ブリ
タニヤP&Iの組織を代表して重要な意志決定を行ってい
ますが、戦略などの重要な問題については決定前に
MRCに諮問しています。

マネージャーは、ブリタニヤP&Iのクラブ規約やクラブル 
ール、理事会から適宜委任されるその他一切の権限で
定められた権利と義務を行使します。また、マネジメント
契約に従って理事会とMRCに報告を行います。このマ
ネジメント契約には、マネージャーに委任する日々の経
営管理上の責任範囲が明記されています。

ブリタニヤP&Iに関してはTRBが「任命代理人」となって
います。つまり、TRBはブリタニヤP&I自体に付与された
規制当局からの許可を代わりに行使し、ブリタニヤP&I
に対してその許可の使用に関連する責任を果たす義務
があるということです。

マネージャーには、先のセクションで挙げたESGの要件
をブリタニヤP&Iの戦略やポリシーに十分に組み込み、
本レポートのセクション13の内容に従って報告する義務
があります。

マネージャーは、保険引受やクレーム対応、会計、ESG
を含むリスク管理上の責任など、あらゆる業務の実施
方法を明記した詳細な手順書（ブリタニヤP&I手順書）を
整備しています。この手順書には、支払の認定をはじめ
として、クレーム担当者やアンダーライターに与えられる
権限レベルも詳しく記載されています。

す。
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11 リスク管理 － 要件の順守

ブリタニヤP&Iが存在するのはメンバーに資するためで
す。戦略の要として、競争力のある安定したP&I保険と
FD&D保険を提供しつつ、極限の状況下においてもメン
バーからのクレームに対応でき、予定外の追加保険料
の徴収に迫られないよう財務の健全性を維持していま
す。

ESG問題が短期・長期的に与える影響を理解しておくこ
とで、メンバーの支援が可能となっているほか、長期に
わたる戦略の立案と資本管理も実現しています。

ブリタニヤP&Iのリスク管理システムでは、メンバーの
事業モデルにとってのリスクを幅広く考慮しているほ
か、ソルベンシーIIに基づいて保険会社に期待されるリ
スク管理のより一般的な点も考慮しています。後者の
場合は、ブリタニヤP&Iの事業の性質、規模、複雑性を
踏まえて、とりわけ、事業がモノラインであることや、透
明性、マネージャーとの間の説明責任を考慮して、そ
れに応じたリスク管理アプローチを採用することになり
ます。リスク管理ポリシーでは、目標に掲げた成果の達
成に役立つ以下の7つの基準を設けており、この基準
を用いてESGリスクの評価が行われます。

1) 特定：ブリタニヤP&Iにとって重大なESGリスクと、そ
れらのリスク管理に用いる「重要な」コントロール手段を
まとめたリスク登録簿を維持します。ESGは、あらゆる
戦略リスクや風評リスク、保険リスク、投資リスクのほ
か、一部のオペレーショナルリスクやカウンターパー
ティーリスクに大きな影響を与えると考えられていま
す 。以前はESGを独立したリスクとして扱うことが検討
されていましたが、バランスシートやメンバーの活動全
体に及ぼす影響の幅広さを考えると、それでは不十分
でしょう。

2) 評価：リスク登録簿にあるすべてのESGリスクの影響
度を、90%の信頼水準と99.5%の信頼水準で1～5のスコ
ア（ブリタニヤP&Iのリスク管理フレームワークで規定）
によって評価します。（セルフアテステーションによっ
て）ESGリスクを支えるコントロール手段の有効性を評
価します。ESGリスク評価の正確性を担保するため、リ
スクインシデントと、ストレスシナリオテスト（SST）の結
果に対して定期的にバックテストを行います。

3) モニタリング：リスクアペタイト・ステートメント（RAS）
で定められ、リスクリミット、キーコントロール、重要リス
ク指標に分けられた理事会のリスクアペタイトと比較し
て、現在のESGリスクエクスポージャーを測定します。

4) 対応：理事会の見込みから外れた（リスクアペタイト
から外れた）ESGリスクを被っている場合に対応し、理
事会の承認した改善策を迅速に実行するよう徹底しま
す。

5) 報告：ESGリスクプロフィールがリスクアペタイトから
外れている場合や、重要なコントロール手段が期待通
りに機能していない場合に、理事会に例外事項として
報告します。報告の際には、ESGリスクインシデントや
新興リスク、改善策の最新状況も考慮する必要があり
ます。少なくとも年に1度は、リスクとソルベンシーの自   
己評価に関する報告書（ORSAレポート）を作成し、 
ESGリスク管理に関するすべての活動の結果をまとめ
ます。

6) リスクインシデント：すべてのESGリスクインシデント
（リスクが原因で起こった、または起こる寸前だった予
期せぬ出来事や、リスク制御の失敗や予想外のエクス
ポージャーによる財務的、風評的影響）を捉え、再発
防止のため、プロセスを更新して環境をコントロールし
ます。

7) 新興リスク：先を見据えてESGリスクの洗い出しを行
い、社内外の変化によって事業にとって新たに脅威と
なりうるESGリスクを考慮します。

以下の役割に属する者は、ESGのリスク管理プロセス
において特定の責任を負っています。

理事会
• ESG問題を組み込むため、ブリタニヤP&IのRASを作
成、更新する

• 中期のリスク資本モデリングでは反映されない場合
がある長期の新興リスクを重視しながら、ORSAを実
行する 



• ESGリスク管理フレームワークの有効性を継続的に監
督する

• ESG問題に対するブリタニヤP&Iの内部財務統制シス
テムの有効性を継続的に監督する

投資グループ

• 投資戦略にサステナビリティの観点を盛り込む

• 投資先の企業が社会に与える環境的影響だけでなく、
それらの企業が掲げる社会、ガバナンスにかかる目標
が国連SDGsと整合性が取れているかを考慮する

• 2030年と2050年に向けてESG目標は徐々に変わって
いくことから、変化していく戦略決定のロードマップ作成
が必要になることを認識しておく

リスクオーナーとコントロールオーナー

• 自らが評価しているリスクや運用しているコントロール
手段について、ESGが与える影響を積極的に評価、管
理する

• 時間をかけてエクスポージャーを客観的に測定できる
形でESGリスクを反映できるよう、RASの修正に貢献す
る

• 自らの責任の範囲内でESGリスクインシデントの特定
と、それへの対応を行う

• 事業にとっての新興ESGリスクを特定、モニタリング
し、必要に応じてORSAのシナリオに貢献する

重要外注部門

• 情報や例外事項通知（リスクインシデントなど）を迅速
に提供する責任を負う。そうすることで、リスクオーナー
が自らの業務範囲に責任を持ち続けるようにする

基準小委員会（SSC）

• MRCから責任を委託されたSSCは、正式なリスク委員
会に加え、メンバーシップの基準策定に関してマネー
ジャーを支援する責任を負う

• メンバーのフリートの状態や管理に対してマネージャ
ーが明確なガバナンス体制を維持するよう徹底する。
これによって、環境被害や第三者クレームや怪我を引
き起こすおそれのある事故リスクを最小限に抑えられ
るようになる

• ブリタニヤP&Iメンバーの船舶のパフォーマンスを、過
去のパフォーマンスや、公開されている世界的なフリー
ト指標と比べて評価し、傾向の変化がないかを把握す
る

• また、設計や技術、規則、貨物内容の変化によって
今後生じるおそれのある技術的リスク、オペレーショナ
ルリスクを把握し、マネージャーのロスプリベンション部
門が適切な緩和策を検討する際の支援をする責任も
負う

11 リスク管理 － 要件の順守（続き)
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リスク・監査グループ
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ESG問題が短期・長期的に与える影響を理解して
おくことで、メンバーの支援が可能となっているほ
か、長期にわたる戦略の立案と資本管理も実現
しています。 
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ブリタニヤP&Iは、金融犯罪に巻き込まれないための期
待事項とコントロール手段を明確に定めています。金融
犯罪防止を実現しているのは、1つの明確なポリシーで
す。このポリシーは、入社研修時のほか年1回の研修
の一環として、マネージャーの全従業員に周知されて
います。

このポリシーでは、腐敗防止の達成を支援する5つの基
準を定めています。

1) 啓発：適切で最新の状況を踏まえた研修を全従業員
と関連取引先に実施し、金融犯罪と闘う責任がある旨
を分かりやすく簡潔に伝える

2) 説明責任：以下の金融犯罪のうち1つ以上を管理
するための人員を最低1名特定する

• マネーロンダリング

• 制裁対象組織やテロ組織との取引

• 贈収賄、汚職

• 詐欺（社内・社外）

• 脱税

• インサイダー取引

3) 管理：ブリタニヤP&Iの性質、規模、複雑性を踏まえ
て、金融犯罪を制限するような適切な対策を講じる

4) 監視：金融犯罪インシデントを監視する適切な対策を
講じる

5) 報告：適切な報告体制を整え、社内外において金融
犯罪と特定された事案を必要に応じて上層部に報告す
る

役割と責任
業務に携わるすべての者と特定の取引先は、ブリタニ
ヤP&Iが金融犯罪に巻き込まれないように手助けする
責任があります。これは、規制当局による期待事項も満
たしています。

以下の役割に属する者は、ブリタニヤP&Iの金融犯罪
防止ポリシーのさまざまな点に関して、さらなる義務を
負っています。

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 方

• ブリタニヤP&Iによる金融犯罪管理を支援する役割を 

現代奴隷法に関する声明
ブリタニヤP&Iは強制労働と人身取引を断固認めない立
場を取っており、自社のサプライチェーンや事業におい
てこうしたことが起こることのないよう、また、すべての
取引先との関係において倫理的かつ誠実に行動するよ
うコミットしています。ブリタニヤP&Iでは毎年、現代奴隷
法に関する声明を理事会の承認を得たのち、www.brit　
anniapandi.comで公表しています。

12 贈収賄、腐敗、倫理 

法の有効性について、定期的に自主的な点検・指摘を
行う

担っていることを意識する

• 内部統制に加え、ブリタニヤP&IはMaritime Anti-
Corruption Network（海事腐敗防止ネットワーク）に加入
して、事業の倫理基準を促進しながら、贈収賄や腐敗行
為をなくすための業界全体の取り組みに貢献できるよう
にしています

https://britanniapandi.com/
https://britanniapandi.com/


ブリタニヤP&IのESGパフォーマンスを明確にして開示
することは、サステナビリティへの意識が高まりつつあ
るメンバーのコミュニティや、IGに属する他のP&Iクラブ
から、事業運営に関する同意を得ることが目的です。　
ESG指標に基づいて評価を行っている旨を開示すると
いうことは、ブリタニヤP&Iがリスクアペタイト内のリスク
を把握し管理できるという表れでもあり、今後、さらに持
続可能性の高いビジネスを実現するうえで役立ちま
す。

2020年に開催された世界経済フォーラム（WEF）ダボス
会議では、グローバル・レポーティング・イニシアティブ
（GRI）、サステナビリティ会計基準審議会(SASB)、　
TFCDによる別々のアプローチに代わるべく、開示に関

する共通のコア指標を策定しようという取り組みに世界
の大手企業が賛同しました。ただ、ESG開示の収斂と統
一を促進しようという短期的な目標のもと、全体的なアプ
ローチは既存の基準に引き続き忠実に従っています。コ
ア指標は全部で21（拡張的指標を採用する場合は34）あ
り、「ガバナンスの原則」、「地球」、「人」、「繁栄」という
SDGsの4つの柱をもとに分類されています。

ブリタニヤP&IはESG実現に向けた取り組みを今まさに
開始したところで、以下のようにWEFのアプローチを採用
していく予定です。目標は今後2年にわたってデータの照
合を行うことで、2023年からは改善に向けた5か年目標
を設定します。
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13 指標と透明性報告書 

ガバナンスの原則 ブリタニヤP&Iとの関連性 参照基準 

ガバナンスの目的 GRI 102-26 ブリタニヤP&Iの事業提供におけるESGソリュー
ションの提供方法と、それがステークホルダーと
株主にもたらす価値

ガバナンス機関の質 GRI 102-22ESG問題に関する最高ガバナンス機関とその　　
委員会の能力 GRI 405-1a

ステークホルダーエンゲージメント GRI 102-21ステークホルダーにとって重要なトピックのリス
ト、ステークホルダーのエンゲージメント方法 GRI 102-43

GRI 102-47 

倫理的行動 腐敗防止、倫理統制、違法行動 GRI 102-17 

リスクと機会の監督 GRI 102-15ESGリスクと機会のビジネスプロセスへの統合

地球

気候変動 温室効果ガス排出量（CO2換算）
TCFD提言の実施（パリ協定との目標の整合）

GRI 305 1-3
TCFDおよびSBTイニシアティブ 

該当せず SASB/WRIリスクツール自然の喪失/淡水利用の可能性

人

尊厳と平等 GRI 406-1
GRI 405-2 
GRI 202-1 

ダイバーシティとインクルージョン(%)
男女間賃金格差(%)
賃金水準(%)
児童労働、強制労働インシデント GRI 408 409 

健康とウェルビーイング GRI 403-2安全衛生　TRIR 
欠勤率 SASB 

将来のためのスキル GRI 404-11人当たりの平均研修時間 　　
従業員1人当たりの平均研修予算

繁栄

雇用と富の創出 GRI 401-1a/b年齢、性別、地域別の新規雇用
年齢、性別、地域別の総離職者数と比率       

経済的貢献 GRI 201-1/4創出、分配した経済的価値
政府から受けた金融支援
純経済的貢献

純投資 該当せず IAS 7 

利益に占める研究開発に関する支出の割合 フラスカティ・マニュアル
(OECD 2015a)

より良い製品とサービスの
イノベーション

コミュニティと社会の活力 GRI G4-ECI利益に占めるコミュニティ投資の割合
管轄区ごとの税情報の開示 GRI 207-4
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危機対応：マネージャーの役員向け事業継続計画
(EXEC BCP）は、インシデント（マネージャーの通常業務
を妨げる、もしくは妨げるおそれのある出来事）の発生
後も、マネージャー（およびブリタニヤP&I）の業務を滞り
なく継続、復旧するためのガイドとなっています。その主

な目的は、すべての重要業務を継続すること、また、可
能な限り迅速に再開することです。一方、マネージャー

の従業員向け事業継続計画（STAFF BCP）には、インシ
デントが発生した場合に従業員が従うべき情報を記載し
ています。マネージャーの業務には、ルクセンブルク本
店と、デンマーク、ギリシャ、香港、日本、シンガポール、
英国の各地域ハブの運営も含まれます。各地域ハブも

それぞれのBCPを整備していますが、グループ全体の
連絡網とインシデント管理フレームワークに組み込ま
れています。

マネージャーはサイバー責任保険を掛けています。サ
イバー事件が原因でBCPインシデントが起こった場合
には、必要に応じて、EXEC BCPで定めた会長、また
は2名いるIT部門代表者のうちの1名が、サイバー保
険に基づくインシデント対応を発動します。

メンバーの緊急対応チームに対するサポートとロスプ
リベンションサポート : 第三者賠償責任がリスクとなり
うるような緊急事態が発生した場合、マネージャーは
サービスの一環として、ブリタニヤP&Iメンバーをサポ 
ートします。

このセクションは、ブリタニヤP&Iによる排出とメンバー
による排出の2つに分けて説明します。

ブリタニヤP&Iによる排出：オフィス環境で主に使用す
る資源はガス、電気、水です。また、従業員とメンバ 
ーの移動（ブリタニヤP&Iが費用負担する場合）もカー
ボンフットプリントのかなりの割合を占めています。マ
ネージャーは、移動に伴う二酸化炭素排出を最小限
に抑えるため、ビデオ会議を可能な限り推奨していま
す。

ブリタニヤP&Iのサステナビリティに関する取り組みを
支援するため、マネージャーは以下のことを実施して
いきます。

• オフィスで省エネ製品を最大限に活用する

• オフィスで節水製品を最大限に活用する

• 競争基準の一環として、世界各地にあるオフィスの
中から一部を選び、それぞれのエネルギーと排出の
影響を検討する

• 従業員が通勤に使う公共交通機関を自由に選べる
ようオフィスの立地を検討する。また、取引先の協力
を仰いで長距離移動の必要性を減らす

• すべての移動行程で排出される二酸化炭素量を検
討し、その量を年単位で減らす

• すべてのオフィスで使い捨てプラスチックの使用を
中止する

• 自らの判断が地球に与える影響を公私にわたって
考えるよう、全従業員に働きかける

船舶の運航に伴うメンバーによる排出： MRCは、メン
バーの船舶によるGHGの排出が無視できない問題で
あることを認識しています。しかしながら、これについて
は、保険会社であるブリタニヤP&Iではなく、IMOやEU
のような規制当局を介すなど他の機関が対処したほう
がよいと考えました。それでも、MRCや理事会の会議で
は、サステナビリティについて、また、メンバー共通基
準の採用について、定期的に話し合っています。 

14 危機対応およびメンバーの
緊急対応チームに対するサポート

15 エネルギーと排出



• 性

• 妊娠

• トランスジェンダー

• 性的指向

• 宗教または信条

• 婚姻

• 市民パートナーシップによる婚姻

• 年齢

• 人種

• 肌の色

• 国籍

• 国家的または民族的出自

• 障害

上記（「保護特性」といいます）のいずれかを理由に人
を差別することは法律に反し、マネージャーはあらゆる
差別的行為を重大な規律違反として扱い、その行為者
を解雇する場合があります。非常勤、常勤、正規、非正
規にかかわらず、すべての従業員は公平かつ丁寧に
扱われます。雇用、研修、昇進、その他のキャリア開発
機会は、各人の長所、資格、経験、適性、能力を基に、
また各人の立場に合わせて判断します。

身体的障害やその他の障害を持つ者に対しては、就職
や昇進機会が平等に与えられるようにします。

マネージャーに所属する各従業員は、このポリシーに
従う責任があります。

差別は以下の種類に分類できます。

直接差別：前述の保護特性を持つことを理由に不利に
扱われる差別のことです。また、保護特性を持つ者の
関係者であることを理由にした差別（関係者差別）、保
護特性を持っていると誤って認識されたことによる差別
（認知差別）もあります。

間接差別：全員を平等に対象にした要件や条件である
ものの、それが当てはまる特定のグループの割合が他
のグループの割合よりもはるかに小さいために、結果
的にその特定のグループだけに偏って不利になるよう
な（不当な）要件や条件による差別のことです。そうした
要件に対して正当な理由が認められない場合は、雇用
主に差別の意図がなくても違法とみなされる可能性が
あります。

報復的取扱い：差別に対する苦情を申し立てたか、苦
情を申し立てた別の者を支持したことで、不利な扱いを
受けることです。

ハラスメント：相手を不快にさせたり、品位を貶めたり、
傷つけたりする迷惑行為（身体的や、言葉の有無にか
かわらない）のことで、性的発言や人種差別的発言も
含まれます。

福利厚生と賃金：賃金と福利厚生はすべて差別なく付
与されます。
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16 従業員のダイバーシティ、インクルージョン、 
機会均等         

マネージャーは差別の撤廃とダイバーシティの推進に
取り組んでおり、差別やハラスメント、報復的取扱いが
なく、すべての従業員と求職者、顧客、サプライヤーが
以下の特性にかかわらず平等かつ公平に扱われる労
働環境を築くよう努めています。
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従業員の安全、健康、ウェルビーイング： マネージャー
は、安全かつ衛生的で、法令要件と行動規範を順守し
た労働環境を提供、維持するために、あらゆる合理的
な予防策を講じる責任を負っていると考えています。予
防策には例として以下のようなものがあります。

• 安全で衛生的な労働設備とシステムの提供、維持

• 物品や物質の利用、取扱、貯蔵、輸送に関する安全
確保、健康上のリスク排除のための整備

• 従業員やその他の者が働く際の安全衛生を確保する
ため、それに関する情報、指示、研修、監督の提供や実
施

• 労働場所の管理と、安全な状態の維持

• 労働場所に安全に出入りするための手段の提供

• 安全で健康上のリスクがなく、労働福祉上、適切な施
設と設備が整った労働環境の維持

すべての従業員の健康と安全を確保するため、マネー
ジャーは、新しく加わった従業員全員を対象に安全衛
生入門研修を行っています。この研修は新従業員の総
合研修プログラムの一環として、オフィス・施設管理者
が実施しているものです。また、全従業員を対象にした
メンタルヘルス啓発研修も行っています。

メンバーの船員の安全、健康、ウェルビーイング： ブリタ
ニヤP&Iは、マネージャーを介して、以下のような形でメ
ンバーの船員の安全、健康、ウェルビーイングに貢献で
きると考えています。

• メンバー向けの刊行物や記事を通じてのベストプラク
ティスや推奨事項の提供

• クレームから得た教訓や、ロスプリベンション部門から
寄せられた今後起こりうるとされるリスク情報の普及

• 世界のHSEデータの照合を行うことでのIGの活動への
貢献

• 船員向けの社会支援ネットワークを提供するチャリ
ティ活動への協力

マネージャーの従業員は、マネージャー所有の設備や
材料を賢く用いて廃棄物を可能な限り減らすことが求め
られています。以下の対策に従うことで環境保護に貢献
することができます（これらの対策は、国を問わずマネ
ージャーの全オフィスに適用されます）。

• 機密文書 裁断処理とリサイクル

• 非機密文書 リサイクルや裁断処理

• 一般廃棄物 リサイクル（可能な場合）

• 厚紙 建物管理チームを介してリサイクル

• 蛍光灯 建物管理チームを介してリサイクル

• 印刷 両面印刷機、複合印刷機を使用

• 印刷 両面印刷とし、必要時のみ行う

• 電池 建物管理チームを介してリサイクル

• 電灯 省エネのため、人感センサーを使用

• コンピューター 夜間は電源をオフにするよう推奨

• 印刷機 夜間は電源をオフにするよう推奨

• カラー印刷 必要時のみ行う

17 従業員と船員の安全、健康、ウェルビーイング

18 廃棄物とリサイクル



19 サステナブル投資と責任投資

ブリタニヤP&Iは、投資戦略を国連の責任投資原則
（PRI）と連携させ、投資に関する責任ある配慮を主要な
投資ポリシーに組み込んでいくことを検討していきま
す。こうした検討には、P&I保険者として、世界経済に貢
献する（したがって、そのこと自体がSDGsの重要な要素
である）合法貨物の世界への輸送を担うメンバーの要
望に応えることが全面的に正しいことを、認めることが
含まれるでしょう。とはいえ、ESGの社会、ガバナンス的
な側面は、至急注意を向けるべき領域であり、ブリタニ
ヤP&Iにとっては以下を行う価値があります。

• ESG問題を投資分析と意思決定に組み込む

• 活動的な主体となり、その方針と習慣にESG問題を組
み込む

• 投資先の事業体に対してESG問題についての適切
な開示を求める

• 年に1度発行するサステナビリティレポートで、設定
した目標の進捗状況について報告する

国連の推奨事項と同様、こうした目標は以下の点で
役立ちます。

• ブリタニヤP&Iの社内外のステークホルダーに対し
ESG方針を明確に示す

• ブリタニヤP&Iの受託者としての責任を明確にする

• 外部のアセットマネージャーに対し、ESG問題の
対処法を示す

• ブリタニヤP&Iの投資方針を明確に示す

幹部レベルでの取り組みや内部・外部人員による実施
状況も、進捗状況の報告に含まれる予定です。

PRAの基本規則4では、「企業は適切な財源を常時維持
しなければならない」と求めています。これは、企業に対
し、自社がさらされる、またはさらされる可能性のあるリ
スク、資本十分性規制に伴うリスク、資本準備金要件を
今後満たせなくなる可能性があるリスクについて、その

性質とレベルを適切にカバーできると考えられる財源や
資金の量、種類、分配を継続的に評価、維持する、健
全で効果的かつ完全なプロセス、戦略、システムを設け
るよう求めるものです。こうしたシナリオには気候変動な
どのESGリスクも含めなければなりません。
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20 ストレステストとシナリオテストを通じた
持続可能な収入源の保護



21 CEOからの結びの言葉 
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ブリタニヤP&Iにとって初となるこのサステナビリティレポートで、私たちはサステナビリティに関する取り組み
の出発点を定めようとしています。本レポートでは、国連SDGsに基づいて活動している各国際・国内機関が
策定したESGの外部要件と比べて、私たちのガバナンス、ポリシー、手順の現状を比較しています。こうした
外部の目標やベストプラクティスは変わることもありますが、ブリタニヤP&Iは最高水準に到達するべく努めて
まいります。

私たちは現在、今後のロードマップを策定している最中で、2021年はIGのサステナビリティ戦略への貢献と、
さらには、必要に応じてメンバーの指導を受けながら以下の項目の策定や明確化に注力していく所存です。

保険事業は古くからあるビジネスで、ブリタニヤP&Iも
長い歴史を誇っています。船舶は、世界中に物資を運
ぶという重要な役割を果たすことで、世界の人々や経
済、そしてサステナビリティのさらなる向上を支える存
在となっています。私たちは、そうした船舶を所有する
メンバーを守ることで海事セクターを支えています。

海事セクターを支える中心的存在である私たちは、サ
ステナビリティを目標ではなく不可欠なものとして捉え
ています。国連SDGs、UN PRI、パリ協定、持続可能な
保険原則をこれからも守り続け、その進捗状況につい
て、今後の報告書で透明性をもって開示してまいりま
す。

• サステナブル投資戦略

• 飛行機移動によるカーボンフットプリント目標

• 企業提供プログラムの影響

• 主要マネージャーのESGに対する責任

• フォーカスグループを通じて、ESG戦略に貢献す
るよう従業員を巻き込むこと

ANDREW CUTLER, ブリタニヤP&I CEO



海事セクターを支える中心的存在である
私たちは、サステナビリティを目標ではなく
不可欠なものとして捉えています。
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